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国民健康保険事業特別会計決算　直診勘定国民健康保険事業特別会計決算　直診勘定

繰越金繰越金
2,2652,265
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一 般 会 計 決 算一 般 会 計 決 算

特 別 会 計 決 算特 別 会 計 決 算

国民健康保険事業特別会計決算　事業勘定国民健康保険事業特別会計決算　事業勘定

単位：千円

単位：千円

歳 入歳 入
15億8,723万4千円15億8,723万4千円

歳 出歳 出
13億7,684万2千円13億7,684万2千円

歳 入歳 入
5,281万9千円5,281万9千円

歳 出歳 出
4,984万4千円4,984万4千円

歳 出歳 出
5,381万4千円5,381万4千円

歳 入歳 入
5,400万1千円5,400万1千円

村税　66,333 村税　66,333 諸収入諸収入
12,32212,322

地方交付税地方交付税
944,612944,612

繰越金繰越金
124,590124,590繰繰入入金 金 

3,600 3,600 
村債 村債 
111,100111,100

国庫支出金 国庫支出金 
145,560145,560

分担金及び負担金 分担金及び負担金 
2,3392,339 議会費　31,172  議会費　31,172  

教育費教育費
68,23768,237

消防費消防費
83,63183,631

固定資産税固定資産税
46,72646,726

村民税村民税
16,501 16,501 

軽自動車税軽自動車税
1,8421,842

市町村たばこ税市町村たばこ税
429429

入湯税　835入湯税　835

総務費総務費
326,765326,765

衛生費衛生費
87,33187,331

国民健康保険税国民健康保険税
6,7976,797

使用料及び手数料使用料及び手数料
11

県支出金県支出金
36,29236,292

総務費総務費
3,9303,930諸支出金諸支出金

8,3658,365保健事業費保健事業費
273273

保険給付費保険給付費
26,61126,611

国民健康保険事業費納付金国民健康保険事業費納付金
10,66510,665

診療収入診療収入
17,04817,048

総務費総務費
38,89638,896

医業費医業費
11,06511,065

施設整備費施設整備費
3,305 3,305 

使用料及び使用料及び
手数料手数料
3232

県支出金県支出金
1,3171,317

繰入金繰入金
7,0037,003

繰越金繰越金
2,6762,676

諸収入諸収入
50 50 

農林水産商工費農林水産商工費
217,682 217,682 

土木費土木費
166,868166,868

災害復旧費災害復旧費
990990

公債費公債費
268,534268,534

民生費民生費
125,632125,632

使用料及び使用料及び
手数料手数料
19,16019,160

地方譲与税 52,288 地方譲与税 52,288 
利子割交付金 18 利子割交付金 18 
配当割交付金 408 配当割交付金 408 
株式等譲渡所得割交付金 283 株式等譲渡所得割交付金 283 
環境性能割交付金 1,596 環境性能割交付金 1,596 
法人事業税交付金 693 法人事業税交付金 693 
地方特例交付金 0 地方特例交付金 0 
地方消費税交付金 9,764地方消費税交付金 9,764

財産収入　866 財産収入　866 
寄附金　7,242寄附金　7,242

村税の内訳
　6,633万3千円

繰入金繰入金
32,13932,139

公債費公債費
548548

県支出金 県支出金 
84,46084,460

村債　1,200村債　1,200
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後期高齢者医療事業特別会計決算後期高齢者医療事業特別会計決算

代替バス事業特別会計決算代替バス事業特別会計決算

介護保険事業特別会計決算介護保険事業特別会計決算

温泉事業特別会計決算温泉事業特別会計決算

簡易水道事業特別会計決算簡易水道事業特別会計決算

分収造林事業特別会計決算分収造林事業特別会計決算

特 別 会 計 決 算特 別 会 計 決 算 単位：千円

歳 入歳 入
1,229万9千円1,229万9千円

歳 入歳 入
1,821万7千円1,821万7千円

歳 入歳 入
8,551万7千円8,551万7千円

歳 入歳 入
1,734万円1,734万円

歳 入歳 入
4,710万9千円4,710万9千円

歳 入歳 入
240万3千円240万3千円

歳 出歳 出
1,163万9千円1,163万9千円

歳 出歳 出
1,821万5千円1,821万5千円

歳 出歳 出
7,455万3千円7,455万3千円

歳 出歳 出
1,714万6千円1,714万6千円

歳 出歳 出
4,607万4千円4,607万4千円

歳 出歳 出
240万3千円240万3千円

後期高齢者後期高齢者
医療保険料医療保険料
5,7075,707

後期高齢者医療広域連合納付金後期高齢者医療広域連合納付金
11,09411,094

繰入金繰入金
5,6085,608

保健事業費保健事業費
459459

繰越金繰越金
577577

諸収入 407 諸収入 407 諸収入 1 諸収入 1 

総務費総務費
8686

保険料保険料
10,58510,585

国庫支出金国庫支出金
26,10126,101

支払基金交付金支払基金交付金
17,73517,735

総務費総務費
1,6271,627

諸支出金諸支出金
2,282  2,282  基金積立金基金積立金

1,9701,970

保険給付費保険給付費
57,62357,623

地域支援事業費地域支援事業費
11,05111,051

県支出金県支出金
12,12312,123

繰入金繰入金
12,36012,360

繰越金繰越金
6,6126,612

使用料及び手数料 3,168使用料及び手数料 3,168

国庫支出金国庫支出金
5,8075,807

県支出金県支出金
529529

繰入金繰入金
20,00020,000

村債村債
16,90016,900

繰越金繰越金
235235

水道事業費水道事業費
32,40332,403

公債費公債費
13,67113,671

村営バス事業費村営バス事業費
18,21518,215

総務費総務費
17,14617,146

農林費農林費
2,4302,430

使用料及び手数料使用料及び手数料
546546

繰入金繰入金
16,34016,340

諸収入諸収入
2,4302,430

使用料及び手数料使用料及び手数料
1,0001,000

繰入金繰入金
17,65017,650

繰越金 21 繰越金 21 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定により、
財政健全化判断比率を公表します。

令和４年度　健全化判断比率報告書
健全化判断比率 令和３年度 令和４年度 早期健全化基準（※）

①実質赤字比率 ─ ─ 15%
②連結実質赤字比率 ─ ─ 20%
③実質公債費比率 12.7% 11.2% 25%
④将来負担比率 6.0% ─ 350%

令和４年度　資金不足比率報告
特別会計の名称 資金不足比率（％）

簡易水道事業 ―
温泉事業 ―

簡易水道事業、温泉事業ともに資金不足
ではありません。

分担金及び負担金分担金及び負担金
470470
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議会の動き
令和５年９月
第４回定例議会

　令和５年９月第４回定例議会が７日に召集され、１４日に報告１件、議案２１件、同意１件が次のとお
り議決されました。

報告第１１号　　財政健全化判断比率について
議案第３２号　　辺地総合整備計画（策定）について
議案第３３号　　過疎地域持続的発展市町村計画（変更）について
議案第３４号　　野迫川村公営企業の設置等に関する条例について
議案第３５号　　野迫川村簡易水道特別会計条例の廃止について
議案第３６号　　令和４年度　野迫川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第３７号　　令和４年度　野迫川村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第３８号　　令和４年度　野迫川村介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第３９号　　令和４年度　野迫川村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第４０号　　令和４年度　野迫川村代替バス事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第４１号　　令和４年度　野迫川村温泉会計事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第４２号　　令和４年度　野迫川村分収造林事業特別会計歳入歳出決算認定について
議案第４３号　　令和４年度　野迫川村一般会計歳入歳出決算認定について
議案第４４号　　令和５年度　野迫川村国民健康保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第２号）
議案第４５号　　令和５年度　野迫川村後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）
議案第４６号　　令和５年度　野迫川村介護保険事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）
議案第４７号　　令和５年度　野迫川村簡易水道事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）
議案第４８号　　令和５年度　野迫川村代替バス事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）
議案第４９号　　令和５年度　野迫川村温泉事業特別会計歳入歳出補正予算（第１号）
議案第５０号　　令和５年度　野迫川村一般会計歳入歳出補正予算（第３号）
議案第５１号　　野迫川村固定資産評価委員の選任について
議案第５２号　　野迫川村教育委員会委員の任命について
同意第１号　　　野迫川村教育委員会教育長の任命について

令和５年９月定例議会　一般質問

【一般質問　鈴木議員】
１．地域おこしの推進について
　下市町で賑わい創出協議会が発足されました。下市町と連携する企業や
大学、行政、地域が協働して町全体のにぎわいづくりに取り組もうと、官・
民・学の三者によって設立されたということでした。本村と下市町を単純
に比較することは難しいことではありますが、官・民・学による協議会と
いうのは検討に値するものではないでしょうか。
　村長は、施政方針において、「村民をはじめ多くの方々と協働しながら」
野迫川村の未来を「一緒に創りたい」と述べられています。村長が常々述
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べられている村民と協働し、一緒に創っていく場をつくることは、官の方から提案していただくことが必
要ではないかと考えます。
　このことについて村長のお考えをお聞かせ下さい。

【吉井村長答弁】
　施政方針等で申し上げたとおり村民をはじめ、多くの方々と協働しながら村づくりを進めてまいりたい
と考えております。
　人口減少及び高齢化が進展している状況において、地域の特徴や資源を最大限に生かしたまちづくりを
進めるためには、官民学が知恵と力を合わせることが不可欠と認識しています。
官・民の連携は、村民の代表である村会議員で構成する村議会や、各区の代表により構成される区長会等
に対して村政運営にかかる説明を行い、ご意見をいただいています。
官・学の連携につきまして、昨年３月に大阪産業大学と連携協力に関する協定を締結し、教育研究機関と
地域の活性化等に取り組んでいます。また、奈良女子大学の学生による「野迫川奈良女塾」を開講するな
ど地域のこどもと大学生との交流も行っているところです。
村づくりは決して行政だけで進めることができないと認識しております。今後も官民学で連携しながら各
取り組みを推進してまいりたいと考えております。

２．野迫川小中学校における親子山村留学の現状と今後の課題について
　野迫川小中学校において行われている親子山村留学は、学校の児童・生徒数の減少対策と共に移住・定
住にも寄与している取組であると理解しております。
　しかし、今年度はこの制度の利用者がいないと聞いております。
　親子山村留学について、現状の問題点や今後の課題、展望について教育長のお考えをお聞かせ下さい。

【池口教育長答弁】
　現在の状況ですが、今年度、新規の留学生はいませんでした。しかし、３月時点で２家族が利用予定で
したが家庭の事情等がありキャンセルとなりました。
　１年間でお問い合わせは１０件あり、そのうち半分は、実際に見学に来られています。その際に面談を
行い、保護者から希望理由、家庭状況等を伺っております。野迫川村の自然環境、教育環境、住宅環境、
子育て支援には保護者もお子さんも大変満足されています。
　ただ、結論を出す段階で、家庭の事情等があわないことで断念する家庭が多いです。
　山村親子留学のメリットとしまして、学校に子どもの人数を確保できること、教員が確保できること、
前期課程で教科担任制がとれること、多くの教員で子どもを指導できることなど、学校の活性化に役立っ
ております。
　1 年生から８年生までが一緒に遊んだり、８年生が１年生の面倒をみたりとほかの学校ではできない経
験と考えております。このような貴重な体験のできる山村親子留学を今後も続け、野迫川村の自然や少人
数のきめ細かな指導の中で健やかに生活してほしいというのが私たちの願いであります。
　そのために、野迫川村も教育委員会も全力を挙げてサポートしていきたいと考えております。

【一般質問　津田議員】
空き家について
　人口減少等により、本村でも空き家が多くあり、空き家対策事業に取り
組んでいるところであると考えております。しかしその中でも、倒壊等の
恐れや、衛生上の影響、また景観を損なう空き家も見受けられ、周辺の住
民は、日々不安に感じながら生活していると思われます。
　これらの空き家については、改修し「活用」するのは現実的に難しく、
早期の解体、撤去が求められると考えます。このことについて村長のお考
えを伺いたいです。

（5） 令和５年10月



野迫川村内の県道視察野迫川村内の県道視察
　９月１４日（木）９月定例議会終了後に村議会議員で野迫川村内にある県道（高野辻堂線

や高野天川線）の現場視察を行いました。

　野迫川村内の県道の現状を確認し、道路の拡幅や道路管理等の必要があると、再認識す

る機会となりました。

　今後も奈良県等に要望活動などを行っていきたいと考えております。

【吉井村長答弁】
　野迫川村の空き家率は、平成２８年度に調査したところ３５．５％であり、県の平成２５年時点の空き
家率１３．７％の約２．６倍となっている。調査当時よりも当村の人口はさらに減少しており、空き家が増
加していると考えられます。
　空き家は倒壊や景観の阻害など生活環境を著しく損なう可能性があり、空き家の発生を抑制する必要が
あると認識しているところです。
　本村は空き家対策について３つの取り組みを進めています。
　まず１つ目に、空き家相談窓口（ＮＰＯ結の森倶楽部）や地域おこし協力隊において、所有者等からの
空き家相談に丁寧に対応しています。
　また２つ目に、空き家の適切な管理や有効活用を図るため、所有者による「老朽危険空き家解体」及び

「空き家改修」に対する補助制度を設けています。
　そして３つ目に、移住定住を促進するため、空き家を改修して移住定住者が利用できる住宅の整備を検
討しているところです。
　撤去の質問がありましたが、老朽化した空き家については倒壊等の危険性がある一方、個人の財産とい
うこともあり、慎重な対応が求められると考えております。
　国や県、また地域とも相談しながら、丁寧な対応を検討してまいりたいと考えております。
　最後になりますが、村民の方々の不安を解消するためにも、空き家の発生を抑制する必要があり、引き
続き空き家の除却や利活用に取り組んでまいりたいと考えております。

【質問　津田議員】
　前年度の空き家解体の実績は、何件あったのでしょうか。

【回答　吉井村長】
　前年度は、２件の解体実績があります。
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 人事行政の運営等の状況の公表 
　地方公務員法第５８条の２の規定により、人事行政運営における公平性、透明性を高めるため、

野迫川村人事行政の運営等の公表状況の公表に関する条例に基づき公表します。

１．職員の任免及び職員数に関する状況
（１）部門別職員の状況

部　　門 Ｒ４．４．１ Ｒ５．４．１ 増減数 備　考

一
般
行
政
部
門

議 会 １ １ ０
総務・企画 ９ ９ ０
税 務 ２ １ △１
民 生 ６ ６ ０
衛 生 １ １ ０
農 林 水 産 ３ ３ ０
商 工 １ １ ０
土 木 ７ ８ １
小 計 ３０ ３０ ０

特
別
行
政

教 育 ４ ２ △２

小 計 ４ ２ △２
普 通 会 計 計 ３４ ３２ △２
公
営
企
業

そ の 他 １１ １０ △１

小 計 １１ １０ △１
総 合 計 ４５ ４２ △３

※ 会計年度任用職員（パートタイムを除く）を含みます。

３．職員の給与の状況
（1）人件費（一般会計予算）令和４年度決算

区　　分 住民基本
台帳人口 歳出額　A 実質収支 人件費　B 人件費率

（B ／ A）

令和４年度 R5.3.31現在
330人

千円
1,376,410

千円
201,072

千円
234,593

％
17.0

（2）職員給与費の状況（一般会計予算）令和５年度予算

区　　分 職員数 A 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B １人当たり給与費
（B ／ A）

会計年度任用職員
以外の職員

人
32

千円
98,813

千円
21,981

千円
35,831

千円
156,625

千円
4,895

会計年度任用職員 7 17,469 563 3,844 21,876 3,125
※給与費は、当初予算に計算された額であり、退職手当、特別職の報酬等は含みません。

２．職員の人事評価の状況
　職員の職務遂行及び能力開発を促進し、効果的な人材育成を推進することを目的として、全職員を対象
とする人事評価を年1回（評価基準日２月１日）実施しています。

（3）職員平均給与月額、平均年齢の状況
（令和５年４月１日現在）

区　　　　分 平均給料月額 平　均　年　齢
一般行政職 ２７１，７９３円 ３７．１歳
医　療　職 ２５４，２００円 ３５．０歳

（4）職員の初任給の状況
（令和５年４月１日現在）

区　　　分 一般行政職 医　療　職 単純労務職
高　校　卒 154,600円 191,500円 142,000円
大　学　卒 185,200円

（２）採用者数について

令和４年度採用
事務職 ２人
技能職 ０人

（３）退職者について

令和４年度退職
定　年 １人
その他 ５人
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４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（1）勤務時間

１週間の正規の勤務時間 勤務時間の割振り 休憩時間 勤務を要しない日
３８時間４５分 午前８時３０分～午後５時００分 午後０時～午後０時４５分 土曜及び日曜日

（2）主な休暇・休業制度
年次休暇

一暦年２０日、残日数は最大２０日繰越し

（3）特別休暇の導入状況
理　　　　由 期　　　　　　　間 理　　　　由 期　　　　　　　間

公民権行使 必要と認められる期間 育児時間 １日２回３０分以内
証人、参考人等出頭 必要と認められる期間 妻の出産 ２日の範囲内
骨髄移植 必要と認められる期間 男性の育児参加 ５日以内
ボランティア １年の間に５日の範囲内 子の看護 １年の間に５日の範囲内
結婚 連続する５日の範囲内 忌引き 別に定める期間
産前 出産予定日前６週間 夏期 ７月から９月の期間において５日間
出産 産後８週間 天災被害 ７日の範囲内
生理 １回につき２日以内 出勤困難 必要と認められる期間

〔年次休暇の状況〕令和４年１月１日から令和４年12月31日
総付与日数

（ａ）
総取得日数

（ｂ）
全対象職員数

（ｃ）
平均取得日数
（ｂ）／（ｃ）

消化率
（ｂ）／（ａ）

日
1034

日
264.9

人
26

日
10.2

％
25.6

（5）一般行政職の級別職員数の状況（令和５年４月１日現在）
区　分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級 ５　級 計

職務内容 主事補・主事 主事・主査 課長補佐 課長・参事 課長
職員数 6人 12人 2人 8人 1人 29人
構成比 20.7％ 　41.4％ 6.9％ 27.6％ 3.4％ 100.0％

（※再任用職員は除く）

③その他の諸手当（令和５年４月１日現在）
区　　分 内　　　　　　　　　　　　容

扶養手当 配偶者6,500円、扶養親族10,000円、その他6,500円
満16歳の年度当初から満22歳の年度末までの子１人につき5,000円加算

住居手当 借家・借間　最高27,000円

通勤手当 交通機関利用者　全額支給
交通用具（自動車等）使用者2,000円から距離により支給

（7）特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

区　　分 給料報酬
等の月額

期末手当支給割合
６月期 １２月期 計

村　長 600,000円 1.65月分 1.65月分 ３．３月分
副村長 530,000円 1.65月分 1.65月分 ３．３月分
教育長 490,000円 1.65月分 1.65月分 ３．３月分

（6）職員手当の状況（令和５年４月１日現在）
①期末・勤勉手当

区　　分 期　末　手　当 勤　勉　手　当
６月期 １．２０　月分 １．００　月分

１２月期 １．２０　月分 １．００　月分
計 ２．４０　月分 ２．００　月分

②退職手当（令和５年４月１日現在）

区　　分
支給率

定年退職
２０年勤続者 24.586875月分
２５年勤続者 33.27075月分
３５年勤続者 47.709月分

最高限度 47.709月分
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５．職員の分限及び懲戒処分の状況
（1）分限処分者数 《令和４年度》単位：人

処分の種類
処分事由 降任 免職 休職 降給 合計 失職

勤務実績が良くない場合 ０ ０ ０
心身故障の場合 ０ ０ ０ ０
職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０ ０
職制、定数の改廃・予算の減少により廃職・過員
を生じた場合 ０ ０ ０

刑事事件に関し起訴された場合 ０ ０
条例で定める事由による場合 ０ ０ ０

合　　　計 ０ ０ ０ ０ ０
地方公務員法第２８条第４項により失職した者 ０
地方公務員法第２８条第４項に基づく条例により
失職しなかった者 ０

（2）懲戒処分者数 《令和４年度》単位：人
処分の種類

処分事由 戒告 減給 停職 免職

給与・任用に関する不正 ０ ０ ０ ０
一般服務違反関係 ０ ０ ０ ０
一般非違行為関係 ０ ０ ０ ０
収賄等関係 ０ ０ ０ ０
道路交通法違反関係 ０ ０ ０ ０
監督責任 ０ ０ ０ ０

合　　　　　計 ０ ０ ０ ０

８．職員の福祉及び利益の保護に関すること
（1）福利厚生制度に関する状況《令和４年度》

区　　分 受診者数 内　　容　　等
人間ドック １０人 医療機関が実施する総合検診

定期健康診断 ４１人 村が実施する検診

（2）公務災害補償制度
加入団体 災害件数 災害の概要

地方公務員災害補償基金奈良県支部 ０件

６．職員の服務の状況
　　（1）育児休業及び部分休業の取得状況《令和４年度》 取得者７名
　　（2）介護休暇の取得者数《令和４年度》 取得者なし

７．職員の研修状況
　　実施なし

８．公平委員会に係る業務に関すること
　　（１）　職員の競争試験及び選考の状況 該当なし
　　（２）　勤務条件に関する措置の要求状況 該当なし
　　（３）　不利益処分に関する不服申し立ての状況 該当なし
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青年団子どもキャンプ青年団子どもキャンプ
　８月２６日（土）、幼児から中学生までの子どもたちが北今西区に集合し、青年団主催の

子どもキャンプを行いました。ヨーヨー釣りや射的、スーパーボールすくい、アマゴのつ

かみ取り、バーベキューなどをみんなで一緒になって楽しみました。

　石の隙間にいるアマゴをみんなで協力しながら捕まえたり、川で浮き輪に乗って泳いだ

りした後、昼食のバーベキューでは捕まえたアマゴを炭火焼きで食べ、食後にはカキ氷を

食べました。

　また、ヨーヨー釣りや射的、スーパーボールすくいなどのゲームでは、景品を狙って何

度もチャレンジをしたり、青年団が考えた

レクリエーションを楽しんだりと、子ども

たちは大盛り上がりでした。

　今回の子どもキャンプでは、野迫川村の

自然を味わいつつ、みんなで和気あいあい

とゲームを楽しみ、最後にはホテルのせ川

で温泉に入り、充実した１日となりました。
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野迫川奈良女塾野迫川奈良女塾
　８月２８日（月）～８月３１日（木）の４日間、旧野迫川中学校において、奈良女子大学生

が村の小中学生向けに「野迫川奈良女塾」を開講しました。

　午前中は個別のワークブックをもとに大学生が、子どもたち一人一人丁寧に勉強を教え

る学習タイムで、しっかり勉強したあと、午後からは大学生とのレクリエーションの時間

として、スポーツやクッキング、パソコン教室などを行い交流を深めました。

　塾に参加した小中学生は、勉強から遊びまで充実した４日間となりました。
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野迫川村老人クラブ連合会県外研修野迫川村老人クラブ連合会県外研修
　９月３日（日）～９月４日（月）の２日間、和歌山県白浜温泉方面での県外研修を行いまし

た。まず、初日は湯浅町で、しょうゆ蔵の見学、白浜町の海鮮せんべいでの買い物、２日目は、

千畳敷を散策後、中田食品の梅干しの里を見学し、とれとれ市場にて昼食・買い物を楽しみ、

帰途につきました。昨年までは新型コロナウイルスの影響により、旅行を中止しておりま

したが、今年は4年ぶりに再開となり、会員同士の親睦を深めることが出来ました。

ふるさと全国県人会まつり2023に出展ふるさと全国県人会まつり2023に出展
　９月９日（土）～９月１０日（日）の２日間、

名古屋 久屋広場で行われた「ふるさと全国

県人会まつり２０２３」に昨年に引き続き出

展してきました ( ※野迫川村は９日のみの出

展 )。こちらのイベントは４７都道府県が一堂

に会し、「特産品」「体験」「広報 PR」「ゆる

キャラ」などバラエティーに富んだ出展があ

るイベントで、野迫川村からは「アマゴの甘

露煮」「そうめん」「ふとめん」「乾燥しいたけ」

「わさび」等を販売し、ステージイベントでは、

つる姫ちゃんが登場し会場を大いに沸かせま

した。
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敬老福祉まつり敬老福祉まつり
　令和５年９月１０日 ( 日 )、公民館において第２３回敬老福祉まつりを開催しました。

　開会式から始まり、五條警察署からの高齢者に対する犯罪啓発のあと、「奈良県警音楽隊」

による演奏とカラーガード隊のダンスがありました。大人数の華やかな舞台に会場はとて

も盛り上がりました。続いての津軽三味線演奏では「来世

楽」の迫力ある演奏と、会場の方々と一緒に楽しむ舞台は笑

顔があふれていました。その後「藤田のりえ」による天童よ

しみそっくりさん歌謡ショーが始まると、その心休まる歌

声に癒されている方が多くありました。そして演芸最後は、

なんとテレビでおなじみの「かつみ♥さゆり」が登場し、会

場が大いに沸きました。ご当地ネタを交えた楽しい漫才で、

会場はこの日一番の盛り上がりとなりました。

　プログラム最後の抽選会では、当選番号が発表されるた

びに抽選券の番号を確認して、一喜一憂する姿が見られま

した。
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戦没者追悼式戦没者追悼式

秋の交通安全県民運動秋の交通安全県民運動

　９月２０日（水）、野迫川村山村振興センターにおいて、令和５年度野迫川村戦没者追悼

式が厳粛に執り行われ、野迫川村遺族会関係者が参列しました。

　今年も昨年同様新型コロナウイルス感染症対策を行い、規模を縮小しての開催でしたが、

参列者一同、ご英霊に対してご冥福をお祈りし、改めて真の世界平和と心豊かに暮らせる

社会の実現を誓いました。

　９月２１日（木）～９月３０日（土）の１０日間、秋の交通安全県民運動が実施されました。

２１日の朝には、交通安全対策協議会の方々がドライバーに交通安全グッズを配布し、シー

トベルトの着用・安全運転の呼びかけを行いました。この機会にもう一度自分の運転を見

直し、交通ルールを守り安全運転に努めましょう。
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観覧無料

◆申込方法
　右下のＱＲコードから申し込みサイトにアクセス
し、申し込んでください。申し込み完了後に、確認
メールを送信します。
※ 申し込みには、ＪリーグＩＤ の
　取得が必要です。（無料）
　ＩＤ１つで５人まで申込可能。

野迫川村民デー‼野迫川村民デー‼

奈良クラブの熱い戦いを応援しに行こう！！
　奈良県初のＪリーグ昇格を果たしたサッカークラブ『奈良クラブ』のホームゲームに、野迫川

村民を無料でご招待します。グラウンドに躍動する選手たちの迫力あるプレーを楽しみながら、

地元『奈良クラブ』に熱い声援を送りませんか！

と　き　１０月２８日(土)

　　　　１３：００キックオフ

ところ　ロートフィールド奈良

対象者　 村内に在住・在勤・ 

　　　　在学している人

対象席種　メインＢ自由招待席

◆申込締切日 　１０月２８日(土)キックオフ時間まで

◆招待券の引換方法（１人につき１枚） 

　▷引換場所 　会場内チケットブース 

　▷引換方法 　申し込み時の確認メール画面をご提示ください。

※ 上記ＱＲコードから申し込みされない村民の方は観戦者の氏名、住所が明記された本人

確認書類（マイナンバーカード、免許証、保険証、学生証など）を持参して会場内チ

ケットブースにお越しください。 

※村外在住の人は、野迫川村での在勤・在学を証明する書類が必要です。

◆問い合わせ 　奈良クラブ　☎０７４２－９３－３８１５／URL：naraclub.jp
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第２９回 なら・ヒューマンフェスティバル第２９回 なら・ヒューマンフェスティバル
　同和問題をはじめ、あらゆる人権問題をイベントや資料展示等を通じて考える催しです。
みなさんのご来場をお待ちしています。

　　　　　　　　　日　時　令和５年１１月１１日（土） １２：００ ～ １５：３０
　　　　　　　　　会　場　宇陀市総合体育館（宇陀市榛原萩原１０５７）

イベント
【アリーナ】
　○オープニング　　・宇陀市立榛原中学校 吹奏楽部
　○開会式
　○メインイベント　・シンガーソングライター悠以（ゆい）さん『ＬＧＢＴトーク＆コンサート』
　○啓発パネル等資料展示
【屋外テント】
　○各市町村、関係団体等からの出店による模擬店・物産展
　○紙芝居
※駐車場あります。
※シャトルバスを運行します。(近鉄榛原駅北口　⇔　宇陀市総合体育館)
※手話通訳・要約筆記(ノートテイク)もあります。
問い合わせ先
　野迫川村人権・同和問題啓発活動推進本部事務局
　（野迫川村役場　住民課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１）　または
　なら・ヒューマンフェスティバル実行委員会事務局
　（奈良県くらし創造部人権施策課　ＴＥＬ：０７４２－２７－８７１９）

～野迫川村郷土料理～　「スサイ～野迫川村郷土料理～　「スサイ飯飯
め しめ し

（大根飯）」（大根飯）」
　大根を千切りにしたものを「スサイ」ということからスサイ飯と言われている。また、ナマス（大根の
酢の物）を「スサイ」ということがあり、野迫川村の弓手原地区では、そのナマスに魚（サバ）が入る。
　

材料（４人分）
　米　３合
　大根　３分の１本
　にんじん　３分の１本
　油あげ　１枚

　調味料　少々
　だしの素　少々
　しょうゆ　大さじ４

作り方
１．お米を洗う
２．大根とにんじんは千切りにする
３．油揚げは細かく切る
４．１、２、３と調味料、だしの素、しょうゆを入れて炊く
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診療所からのお知らせ診療所からのお知らせ
令和５年１１月　診察予定表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
１日 ２日 ３日

担当医師

休　診

明石陽介医師 文化の日
受付
時間

午前 8:30 ～ 11:30

休　診
午後 休診（訪問診療）

送迎
地区

午前 村内全域
午後

６日 ７日 ８日 ９日 １０日
担当医師 中山進医師 薮田悠医師

休　診

川野貴弘医師 藤井一樹医師
受付
時間

午前 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30
午後 13:00 ～ 16:30 13:00 ～ 16:30 13:00 ～ 16:30 13:00 ～ 16:30

送迎
地区

午前 立里・上垣内・北股 今井～上 村内全域 平～弓手原
午後 池津川

１３日 １４日 １５日 １６日 １７日
担当医師 中山進医師 薮田悠医師

休　診

小畠康宣医師 藤井一樹医師
受付
時間

午前 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30 　8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30
午後 13:00 ～ 16:30 休診（出張診療） 13:00 ～ 16:30 13:00 ～ 16:30

送迎
地区

午前 立里・上垣内・北股 今井～上 村内全域 平～弓手原
午後

２０日 ２１日 ２２日 ２３日 ２４日
担当医師 中山進医師 薮田悠医師

休　診

勤労感謝の日 藤井一樹医師
受付
時間

午前 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30

休　診

8:30 ～ 11:30
午後 13:00 ～ 16:30 13:00 ～ 16:30 13:00 ～ 16:30

送迎
地区

午前 立里・上垣内・北股 今井～上 平～弓手原
午後 池津川

２７日 ２８日 ２９日 ３０日
担当医師 中山進医師 薮田悠医師

休　診 休　診
受付
時間

午前 8:30 ～ 11:30 8:30 ～ 11:30
午後 13:00 ～ 16:30 13:00 ～ 16:30

送迎
地区

午前 立里・上垣内・北股 今井～上
午後 池津川

※受付時間厳守でお願い致します。

木曜日は南奈良総合医療センターの専門医による診察です。

　第１週目　明石陽介医師（総合診療科・部長）　　

　第２週目　川野貴弘医師（糖尿病内科・副院長）

　第３週目　小畠康宣医師（整形外科・副院長）　　

　第４週目　松本昌美医師（消化器・一般内科・院長）　　

　第５週目　休診

　　　　　　　　　　　　　　野迫川村国民健康保険診療所　ＴＥＬ：３７－２２０２
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診療所からのお知らせ診療所からのお知らせ

１０月は里親月間です !１０月は里親月間です !

令和５年１１月　歯科診療予定表

日/曜日 ８日（水） １７日（金）

担当医師 正田晨夫歯科医師

受付時間 ９：３０～１１：３０

※受付時間厳守でお願いいたします。
・事前に電話等で予約をとって来院してください。
・受付時間は、上記のとおり午前のみとなっております。
・歯科の受診に来られる際は、村営バスをご利用ください。
　帰りは、診療所から送ります。
ご不明な点がありましたら診療所までご連絡下さい。

野迫川村国民健康保険診療所　電話　３７－２２０２

　様々な事情から保護者とともに暮らす」ことが難しい子どもたち。奈良県でも３００名を超え
る子どもたちが、保護者の元を離れて施設や「里親」と呼ばれる家庭で暮らしています。
　子どもたちを取り巻く現状を多くの方に知っていただき、里親養育の担い手を増やすため、里
親制度説明会を開催しております。
　尚、１１月は五條市において開催することとなりました。

里親制度説明会 ｉｎ 五條市
　　　　　日　時　令和５年１１月２１日（火）　１０：００～１１：３０
　　　　　場　所　五條市役所１階大会議室
　県内にお住まいの方はどなたでもご参加いただけます。
　参加費無料。お問合せ・申し込みは下記まで。
　 また､ センターてんりでは、毎月第２日曜日の午前中に、里親制度に関する説明会（里セ

ツ）を開催しております。
　あなたの家庭のぬくもりを子どもたちに！ご連絡お待ちしております。

奈良県里親支援機関
　児童家庭支援センターてんり
　　住　所　天理市別所町７１５－３
　　電　話　０７４３－８５－５５６７
　　メール　foster-support@welfaretenri.com
　　Ｈ　Ｐ　http://nara-satooya.com/
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野迫川村１００歳長寿祝い金の交付について
　現在野迫川村では１００歳の長寿を祝福し、あわせて村民の敬老精神の高揚と福祉の増進を図るこ
とを目的として、「１００歳長寿祝い品（金）交付」事業において、対象者に１００万円の交付を行って
まいりました。
　しかしながら、昨今の村財政や近隣市町村との交付額の乖離も鑑み、令和６年１月１日より下記の
とおり給付額を改定いたします。

記
２０万円

　減額となり大変心苦しいばかりですが、高齢者も長く健康で暮らせる安心・安全な村づくりを目指
していきますので、今後とも村行政にご協力くださいますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

奈良県立大淀養護学校　保護者説明会・体験学習奈良県立大淀養護学校　保護者説明会・体験学習
　本校では、知的障害のある幼児の保護者や、児童と保護者等に対して、本校の教育についての

理解と認識を深めていただくために、説明会等を次のとおり行います。

〈小学部〉就学相談（個別体験学習）

　【対象】　知的障害のある幼児の保護者

　　　　　９月６日（水）～１２月１３日（水）　午前１０時～１１時半

〈中学部〉第２回体験学習

　【対象】　知的障害のある小学６年生とその保護者、小学校の教員ほか

　　　　　１０月１６日（月）～１１月１６日（木）

　　　　　月曜日と木曜日の午前９時３０分～１４時３０分

【教育相談】

　お子様の日常生活指導・教科指導等特別支援教育についての相談等がありましたら、ご利用く

ださい。事前にお申込みが必要です。日程や時間を調整させていただきます。

【問合せ先】　奈良県立大淀養護学校

　　　　　　吉野郡大淀町下渕４１４ｰ１　ＴＥＬ：０７４７（５２）７６５５

　　　　　　mail：oyodoyougo@nps.ed.jp

【ホームページ掲載先】　奈良県立大淀養護学校（保護者・地域の方へ）
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村の語り部たち

第４回　田のシシガキが垣内（カイト）だった
　今回は、北股で店を営む家田公雄さんに上垣内にまつわる地名のいわれについて伺いました。

　「 腐りにくいクリの木を人の背丈くらいに切り割り、それを半尺くらいの間隔で田の周りに打

ち込む。それをカズラで編んでいく。このシシガキが垣内（カイト）。少しずつ拡げながら最

後には皆総出で集落の周りをカイトで囲む。平地が少ない村では田んぼは大切なもの。古く

から米は貴重で、高野へ持っていけばいろんなものと交換できたといわれている。それだけ

に大事な米をシシから守るのは大変な苦労だったんだと思う。その苦労が今の地名に残って

いる。現在の北股は上から上垣内、中垣内は以前の北股あたり、今は残っていないが少し下っ

て“であい”の手前に沢垣内と呼ばれる三つの集落があったんだ」

　まだ村としての形が整わないころからとくに沢垣内は“沢十三軒”と呼ばれるほど当時では大

きな集落であった。しかし、明治二十二年八月、世にいう“十津川水害”でこの沢垣内は壊滅的

な被害を受けてしまった。十津川は村の半数近くが北海道へ集団で移住するほど大きな被害を受

けたが、野迫川村もあちこちで道が寸断され、多くの家が流されて、犠牲者は二十七名にものぼっ

た。

　「 それを機に沢垣内の衆は北股や上垣内へ移住し、水ヶ峰から移り住んだ人で今の北股の大き

な集落になったんだ」

　北股川と川原樋川が出合う場所を“であい”と呼ぶ。この“であい”がある場所は地名に股が付

くことが多い。現在の北股と分かれたその奥が大股である。

　「 最近まで番地には大字〇〇、字〇〇が付いていた。山は迫（サコ）と呼ばれる谷が境界で、小

さな谷にも名前が付けられ〇〇谷〇〇番地と記されていた。険しいから谷が多いこともある

のだろう。山の場所は〇〇谷の上とか奥でみんなわかったんだ」

　集落の呼び名については話を伺う機会もあると思うが、ちなみに野迫川村の名前の由来は、野

川組、中津川や池津川の川筋にある川並組、それと大股から北今西など川原樋川筋は迫（サコ）

組と呼ばれており、その一文字を取って野迫川村となったとされる。村外の人に野迫川村の“せ”

の漢字を説明するのに困ることもあるが、これは迫（サコ）からきている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　中西　章（池津川）
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「空き家改修」及び「老朽危険空き家解体」に係る「空き家改修」及び「老朽危険空き家解体」に係る
補助金制度のお知らせ補助金制度のお知らせ

　野迫川村では、定住促進とともに空き家の有効活用を図るため、標記制度を実施いたします。
　各補助金の概要は以下のとおりですので、希望される方は役場総務課までお問合せください。

申込受付期間は、いずれも「令和５年８月１日（月）～令和５年９月２９日（金）」としていましたが、
締切を１１月１７日（金）まで延長します。
※補助事業の採択は先着順とします。（予算が無くなり次第終了します。）
※いずれの場合も、令和６年２月２８日までに工事が完了されることが条件となります。

【空き家改修補助金について】
（主な要件）
　１． 空き家所有者が、利用者に１０年以上賃貸もしくは売却する権利を有し、その意思がある

こと。
　２．当該空き家に１０年以上居住する意思のある利用者がいること。

（補助金の額）
　別に定める交付対象事業のうち村が適正と認めた経費合計額の
２分の１に相当する額とし、５０万円を限度とします。

【老朽危険空き家解体補助金について】
（主な要件）
　１． 野迫川村内に位置し、周辺環境を悪化させ放置されている戸建て住宅又はその付属建物で、

現に居住していない建物であり、住宅地区改良法施行規則第１条に規定する住宅であるこ
と。

　２． 当該土地及び建物についてその所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されてい
ないこと。（ただし、権利者から解体及び処分に対して同意を得ているものは除く。）

　３．補助を受ける目的で故意に破損等をさせたものでないこと。

（補助金の額）
　別に定める交付対象工事のうち村が適正と認めた解体工事に要する費用の３分の１に相当する
額とし、５０万円を限度とします。
※補助要件は他にもございますので、詳細は総務課までお問合せください。

お問い合わせ先　野迫川村　総務課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１
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奈良県広域消防組合からのお知らせ奈良県広域消防組合からのお知らせ
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X（旧 twitter）

facebook

instagram

奈良県最低賃金
９３６円

令和５年１０月１日発効
奈良労働局賃金室　０７４２－３２－０２０６

くらしの情報
▼お買い物バス運行中
　● 五條イオンへ毎週火曜日（第１、３火曜日は野川コース／第２、

４火曜日は弓手原コース）にお買い物バスを運行しています
　●前日までに要予約（先着８名）
　●料金：無料
　●お問い合わせ先：産業課（３７－２１０１）
▼配食サービス実施中
　● ６５歳以上の希望者へ毎月第２・４木曜日にお弁当を配達し

ています
　●料金：一食３００円
　●お問い合わせ先：村社会福祉協議会（３７－２９４１）
▼福祉有償運送サービス運行中
　● 病院・施設への送迎の他、買い物や散髪等の日常生活に関す

る目的のために利用できます
　● 要支援・要介護認定者など、利用対象者に制限があります
　●料金： 初乗２㎞まで３００円、その後１㎞ごとに２０円ずつ

加算
　●お問い合わせ先：村社会福祉協議会（３７－２９４１）

村税・保険料納期限村税・保険料納期限
税目・保険料　 納期限日
介護保険料

（普通徴収）（第５期）
１０月２５日（水）

村県民税（第３期） １０月３１日（火）

後期高齢者医療保険料
（普通徴収）（第４期）

１０月３１日（火）

　上記、納期限までに役場窓口や、郵便局・銀行等で納付をお願いし
ます。
　また、口座振替の引落しもこの日に行いますので、口座預金の準備
をお願いします。

【お問い合わせ先】野迫川村　住民課　ＴＥＬ：０７４７－３７－２１０１

村の最新情報はこちらから♪村の最新情報はこちらから♪
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祝　敬　老祝　敬　老

明石妙子（池津川）角谷昭子（池津川）林　利彦（池津川） 中田敬子（中）

人口／８月３１日現在　■世帯数　２０８戸　■人口　３３６人　■男　１６７人　■女　１６９人

１０月の
催し

●　５日（木）　人権問題学習会
●１９日（木）　乳がん・子宮がん検診
●２７日（金）　すこやか教室
●３０日（月）、３１日（火）　コロナワクチン接種（１２歳以上）

今年も８０歳・９０歳を迎えられた方々に記念品を贈呈しました。

今後もお元気でお過ごしください。（敬称略）

９０歳を迎えられた方々

西本良子（北股）

津田美榮子（北今西）

金婚式を迎えられた夫婦

別所　久男・節子（北股）

おめで
とうございます　いつまでもお元気で！

８０歳を迎えられた方々

中本幸弘（北股） 辻本明子（北股）

今月号より前々月末時点の世帯数人口を掲載しております。
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